
厚生労働省公募調査研究事業

平成 29年度子ども・子育て支援推進調査研究事業研究課題９

「都道府県児童福祉審議会を活用した子どもの権利擁護の仕組み」

調 査 研 究 報 告 書

2018年 3月

公益社団法人 子ども情報研究センター

平
成
29
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業

「都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
を
活
用
し
た
子
ど
も
の
権
利
擁
護
の
仕
組
み
」



 
 

はじめに 

 子どもの権利擁護は、子どもの声に耳を傾けることから始まる。社会的養護の子どもた

ちは次のように訴えてきた。 

  

ある日、朝起こされて、いきなり車に乗せられて、職員に「三日で戻ってこられる

から」と言われて、一時保護所に連れて行かれました。それなのに、一時保護所に着

いたら、「一か月は帰さない」と言うんです。・・・中略・・・僕の方も「こいつには

何を言っても無駄だ」と諦めているので、理由を問いただしたりする気持ちにもなり

ません。（久保田 2003:107） 

いじめのことで職員とか、だれかに相談しませんでした。言ってもしょうがないし、

職員もみんな頼りなさそうですから。（矢野 2003:92） 

  自分を守ってくれるはずの児童相談所が訴えを聞いてくれない（毎日新聞 2017）。 

 

 抑圧的な体験を我慢して受入れることを余儀なくされ、「何を言っても無駄だ」と感じて

声をあげることができない社会的養護の子どもたちも多い。また声をあげても聴いてもら

えなかった経験をもつ子どももいる。こうした子どもの声がおとなに届き、子どもの権利

が守られ、権利に根差した支援がもたらされることが権利擁護の目的である。 

 日本政府が 1994 年（平成６年）に批准した「児童の権利に関する条約」を契機として、

子どもの権利擁護の重要性が強く認識されるようになった。この条約は、保護と提供の権

利とともに、意見を形成し、表現でき、解決に影響を与えることができる存在として子ど

もを認識し、意見表明権を含む参加権を保障することを求めている。しかしながら、日本

においては子どもの声を聴き権利を守る公的な権利擁護の仕組みの整備が立ち遅れてきた。 

 2016(平成 28)年に児童福祉法が抜本的に改正され、子どもの権利条約の精神が法律に盛

り込まれることになった。そして「自分から声をあげられない子どもの権利を保障するた

め、子どもの権利擁護に係る第三者機関の設置を含めた実効的な方策を検討すること」と

いう付帯決議が参議院によって行われ、厚生労働省が本格的な検討を始めている。本調査

研究は、こうした検討のための基礎資料を提供することを目的とするものである。本報告

書が、公的な子どもの権利擁護の仕組みの創出に向けて役割を果たすことができるもので

あることを願っている。 
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